
 
 

大分県土木設計等委託業務成績評定要領 
 

（ 目 的 ） 

第１ この要領は、農林水産部及び土木建築部が発注する建設工事（ただし営繕工事を除 

く。）に係る測量、調査、設計等の委託業務（以下「委託業務」という。）の成績評定（以

下「評定」という。）に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって建

設コンサルタント等並びに技術者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。 

 

（評定の対象） 

第２ この要領において評定の対象となる委託業務は、委託業務共通仕様書（「設計業務等共

通仕様書」「測量業務共通仕様書」「地質調査業務等共通仕様書」）に定める、設計及び

計画業務（当該設計及び計画業務と一体として委託契約される場合の土木工事予定地等に

おいて行われる調査業務を含む。）、測量業務、地質・土質調査、試験、解析等に類する

業務とする。 

   ただし、別紙「大分県土木設計等委託業務成績評定要領に基づかない委託業務」に示す

委託業務については、評定を省略することができるものとする。 

   ２ 評定は、原則として１件の最終設計委託業務額が５００万円以上の委託業務について行

うものとする。 

 

（ 評定者 ） 

第３ 委託業務の評定をおこなう者（以下「評定者」という。）は、次に掲げる検査員、総括

調査員及び主任調査員をいう。 

 ２ 検査員とは、大分県土木設計等委託業務検査要領（以下「委託検査要領」という。）第

２条（１）号に規定する者をいう。 

 ３ 総括調査員、主任調査員とは、委託検査要領第２条（４）号に規定する調査員のなかか

ら発注者に選任された者をいう。 

 

（評定の方法） 

第４ 評定は、委託業務ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。 

 ２ 評定の結果は、別記様式第１の委託業務成績評定表（以下「評定表」という。）に記録

するものとする。 

  

（評定の時期） 

第５ 評定を行う時期は、検査員にあっては委託検査要領第３条第２項に定める完了検査を実

施したとき、調査職員にあっては当該委託業務が完了したとき、それぞれ評定するものと

する。 

 

 



 
 

（評定表の提出） 

第６ 検査員は､評定を行ったときは､遅滞なく発注者に評定表を提出するものとする。 

 ２ 発注者は、委託検査要領第５条に定める工事検査室が検査を行う委託業務の検査員は、

評定の結果を工事検査室長に復命するものとする。 

（評定の結果の通知） 

第７ 発注者は、評定者から評定表の提出があったときは、遅滞なく、当該委託業務の受注者

に対して、委託業務成績評定点通知書（別記様式第２）及び項目別評定点（別表１）によ

り評定の結果を通知するものとする。 

 

（評定の修正） 

第８ 発注者は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認めるときは、評定

を修正しなければならない。 

 ２ 発注者は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該委託業務の受注者に

通知するものとする。 

 

（評定結果の公表） 

第９  発注者は、第７条又は前条による通知を行ったときは、別記様式第２の写しを通知の翌

月末日までに作成し、簿冊に編集して直ちに公表できるよう工事経理担当部署に保管する

ものとする。 

  ２  公表は閲覧によることとし、閲覧に際しては、閲覧場所に閲覧簿（別記様式第８）を備

え、閲覧者に必要事項を記載させた後に関係書類を閲覧に供するものとする。 

 ３ 公表期間は、別記様式第２の写しの発生年度及び翌年度とする。 

 ４ 公表対象は、土木建築部が発注した土木関係建設コンサルタント業務、測量業務とする。 

 

（説明請求等） 

第１０ 第７又は第８による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して１４日（休日を

含む。）以内に、書面（別記様式第３）により、通知を行った発注者に対して、評定の

内容について説明を求めることができる。 

  ２ 発注者は、前項の規定により説明を求められたときは、速やかに、委託業務成績評定

点に係る回答書（別記様式第４）により回答するものとする。 

３ 発注者は、前項の回答に際し必要に応じ、審議依頼書（別記様式第６）により委託業

務成績評定委員会に意見を求め、審議結果通知書(別記様式第７)により示された結果を

踏まえて回答するものとする。 

  ４ 委託業務成績評定評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

 



 
 

 （附 則） 

 この要領は、平成２１年４月１日以降完成検査を行う委託業務について適用する。 

                        （平成 21年 3月 31 日 工検第 699 号） 

 この要領は、平成２５年４月１日以降起案する土木設計等委託業務について適用する。 

                        （平成 24年 3月 19 日 工検第 992 号） 

 この要領は、平成２７年１０月１日以降起案する土木設計等委託業務について適用する。 

                        （平成 27年 10 月 15 日 工検第 486 号） 

 この要領は、平成３１年４月１日以降完了検査を行う土木設計等委託業務に適用する。    

                         （平成 31 年 3 月 29 日 工検第 967 号） 

 この要領は、令和３年４月１日以降完了検査を行う土木設計等委託業務に適用する。      

                        （令和 3年 3月 26 日 工検第 807 号） 

 

 この要領は、令和５年４月１日以降に完了検査を行う土木設計等委託業務に適用する。    

                          （令和 5年 3月 31 日 工検第 882 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

【別紙】 

大分県土木設計等委託業務成績評定要領に基づかない委託業務 

(採点を行わない委託業務) 

 

下記の委託業務は、採点を行わないものとする。また、不明な点は工事検査室と協議するも

のとする。 

① 委託業務共通仕様書（設計業務等共通仕様書、測量業務共通仕様書、地質調査業務等共通

仕様書）に基づかない委託業務        

② 建設工事（ただし営繕工事を除く）に係る測量、調査、設計等の委託業務でない委託業務 

③ 「大分県が発注する建設コンサルタント業務等（測量・土木コンサルタント・地質調査）

における管理・照査技術者の資格要件について」に基づかない委託業務    

④ 「大分県土木設計業務等委託契約約款」に基づかない委託業務     

⑤ 大分県が採点を行わないと判断し、採点表を作成していない委託業務 

（工事監督支援業務等採点表、積算技術業務等採点表は、国土交通省は作成しているが、大

分県は作成していない）          

⑥ 公共土木施設災害復旧事業査定設計書作成委託積算基準（河川課の災害測量設計歩掛）に

より発注した委託業務 

⑦ 最終設計委託業務額が５００万円未満の委託業務 

 

採点を行わない事例           

業務内容 主な工種 該当項目 

浸水想定区域図・ﾊｻﾞ-ﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成委託業務 河川、ため池 ②に該当 

基礎調査委託業務 砂防、急傾斜、地すべり ②に該当 

点検委託業務 橋梁、トンネル、法面、ため池 ②に該当 

台帳作成・台帳補正委託業務 道路、農道 ②に該当 

確定測量委託業務 ほ場整備 ②に該当 

維持補修・草刈委託業務 道路、河川、農道 ①、③、④に該当 

埋蔵文化財発掘調査委託業務 全部 ①、③、④に該当 

換地委託業務 ほ場整備 ①、③、④に該当 

補償物件調査委託業務 全部 ⑤に該当 

現場技術委託業務 全部 ⑤に該当 

管理支援委託業務 ダム、道路 ⑤に該当 

巡視委託業務 道路、河川 ⑤に該当 

積算委託業務 全部 ⑤に該当 

災害測量設計委託 全部 ⑥に該当 

 


